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平成21年 (行ク)第 2号  文 書提出命令申立事件 (基本事件 ,平成 1

第 20号 政務制査費違法支出損害賠償命令請求事件)

,  1      決        定

当事者の表示 別 紙 ユ 「当事者 目録」記載のとおり

9年 (行ウ)

■ 相 手力 らは,平 成
・18年 度奈良県政務調赴貴の質出についての会計帳簿及び領

収書その他の証拠害頼等 (ただし,'調査研究に協力した公務員以外の第二者の氏

名,肩 書及び住所等の当議第三者が識別される記載部分を除く。また,相 手方丸
'

野智彦については1申 立人らの平成 20年 8月 29日 付け文書送付幅託申立てに

応じて既に提出済みの平成 18年 奈良県政務調査費会計帳簿 23枚 及び賃貸付契

約寄ユ冊を除く。)を 本決定送選の日より20日 以内に当裁判所に提出せよ。 '

2 中 立人らのその余の申立てをいずれも却下する。     .

第 1 申 立ての趨 旨及ぴ理由等                 !

申立人 らの本件 申立ての趣 旨及び理由は別紙 2の ユない し3,こ れに対する

相手方会派 らの意見ほ郎紙 3,相 手方議員 ら、,(元離員 らを含む。)の 意見は別

紙 4)墨 ホ事件 の技皆の意見は別紙 5の 1な ぃし4各 記裁のとお りである。

第 2 事 件の概要

基本事件は,奈 良県の住民である申立人らが,奈 良県勝会の会派又は向議会

の勝員 4(元議員を含むn)で ある相手力らは,,平成 ユ8年 度の政務調査素につ

,いて使途基準に適合すると認められない逮法な貫出を行っており3同 県に対し

て上記支出額に相当する金員を不当利得として返還すべきであ
1る

と主張して,ャ

マ地方自治携 242条 の2第 1項 4号 に基づき,森 良県知事に対し,相 手力らに

上記近還請求をすべきことを求めている挙祭である。      ' ,車
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,  本 件申立ては,申 立人らがJ相 手方らの平成 18年 度の政務調査費の支出が

使途基準 (平歳 20年 舞良県条71」第48号 による改正前の森良県政沸調査費の

麦付に′関する条例 (以下 「本条例」という。)9条 7平 段29牛 森良県路会規

程第4号 による改正前の奈良県攻務湖査費の交付に関する規穫 (以下「本規揺」

1 と いう。)5条 別表第 1及び第2)に 適合しない遠法な支出であることな立証

するためであるとして,民 学訴7AL法(以1下「民訴法Jと ぃう。)220条 4号

4に 基づ書i相 手方ら
!の

所持する平成18年 度奈良県政務調査費の文出について

の会計帳簿夏び領収書その他め証拠書預等 (以下 「本枠各文書」とい`う。なお,

,相 手方丸野智彦については,申 立人らの平成20年 8月 20日 付け文書送付届
1

託申立てに応じて既に提出済みのメ番を除く。)の 提出を求めたものである。

第3 当 裁判所の判断    _

■ 本 件各文書の存在及び所持について            '  ,

本件観録によれば,い相手方らが本件各文書を所持することは明らかである。

` 2  証 拠 として の必要性 峰、ついて                 1

基本事件の被告は,9申 立人ちめし1うヽ立証事項は,事実てはなく評価である

から,本件申立ては,「証明ナ央き事集J(民訴法221条 ュ項4号)■特定

しないでなされた模索的なもがでれる,②基本事件に革け石申立パらの主張は,

艇」la幹績 の公開を義務付 けていない本条例及び本れ程が送法である,ことJ'すな
r

わち成鶏調査費 に関す る制度 自体あ違法性をい うもつてあるから〕個々の支出

あ証拠韓顎である本件各文書 の取調べは,上 記主5Eと関述性を行Lな ぃ し!個

々の文出につき申立人ら'が主張する逢法理占も,,いずれも導法理由とならrtFぃ,

こと
・
が明らかキある'なととしで,本 体各文基を証拠としを益あ品よる必要性が

ない旨主張する。

，
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しかし,別 瓶 2の 1の 文書最出命令申立害の 「立証事項」の記載に別紙2の

2及 び3の 音見害の各記栽を併せ誘めば,申 立人 らが立訂事項として主張する

のは,相 手方らの平成 ■8年 度の政務荊登表の各東出が,そ の自的からして本
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条例等に定められた年途基準に適合しないことであると理解できる!ま た,政

語調査費の文出の適法性を裏付ける資料はすべて相手方らが保有しており,申

立人らは保有していないこと,申 立人らは,1本件申立てに先立ち,本件各文書

について文書送付病既を申じ立てていることなどに照らせば,本 件申立てが複

索的なものであるどいうことはできどない。      ,

したがって,ホ 件申立てにおいて,「証明すべき事実」の特定は足り下いる

と認められる。

また,'基本事件における主な争点ほ相手方らの平成18年 度の政蒲調査費の

各支出の適法性.具 体的には,上 記各真出が本条例9条及びこれを受けた本規 `

程 5条 別表第■及び第2所 定の便溢基準に適合するも?で あ〔るか否かであると

ころ,本 件各文書は,そ の縄載内容に熙らじ,各 支出の内訳を明らかにして上

記使途募準に適合するものか否かを判断するに隙し,有 力な資料になり往るこ

とが明らかであるから,を あ率舗ぺの必要性は高いというべきである。

や 民 訴法 220集 4事 キ該当性について ・            '

相手方 ら極,収 支報告客に領収書等を昧付することが義務付けられていない

本条例に基づき作成された本件各文書lt,姿 派内部ス機能員御人においで,Ⅲ導
`

ら自
tら

がキ」用するための
｀
文書としを作成したもので斎示を予定

`じ
ておらず!ま '

た,開 示 されると調査赫角の静力者のプフイパシーや政治約信条が暴露され, す

今拡越力が得られなくなる_から,県 故|とつぃて行`ぅ調査研究ホ著しく直害されi

'る
旨主張し白基本事件の被告ざ,本 件各文書は民訴法221J条 4号 工の 「専ら ,

F…

         当 `似
'下

.「自己利用文書1と 吟多: )「・
文書の所持争の利用に供するための文

1に琢当し,・同号“こギる文書提出義務は認あられない旨主張するの
1で

,こ あ点に

つき,1以
~F検

討する。                   1

(ユ)あ る文書が,そ の作成自的i配軸内容7,これを現在の所持者が所締するに

至あまで?縫能などの事ドから判町して,事 ら内部の者のTll用に供する穏的

で作成され,外部の者に開示することが責定されでいない文書であつて,開
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示 されると個人のプフイパ‐シーが侵害され た り個人ないし団体の自由な意思

形成が阻害 された りするなど)隠 示tこよつて その文書の所持者の側に看過 し

難い不利益が生ずるおそれがあると認め られ る場合には,特 段の事情がない

限 り,当 該文書 は氏斬法 220条 4号 二所定の 「専ら文書の所持者の宋J用に

供するための文書」に当たると採するのが相当である (最高裁平成 1・1年 1

1月 12日 第二小法廷決定 ,民集 53巻 8号 1787貢 )D

(2)そ して,平 蔵 20年 法律第 69号 による改正前の地方自治法 (以下 「法」

とい う。)100条 は,政 務調査費の変付につき,音 通地方公共団体は,条

例の定めるところにより,そ の議会の議員の調査研究に資す るため必要な機

責の一部 として,そ の議会における会派又は議員に対 し,政 務調査費を変付

することができ,こ の器合において,当 誠攻務調査費の交付の対象,額 及び

変付り方法は,条 例で定めなければな らない と規定した上 (13項 ),tr攻

務脚筆黄
｀
の交付 を受けた会派又 は議員は,1条例の定めるところにより,当 款

政締調査費に係 る収入及び文出の報告書を議長に提出するものとする」 と規

定 している (■4頃 )。 これ らの規定による政務調査黛の制度は,地 方分権

の推進を図るための関係法律の整研等に関する法律の施行により,地 方公共

,団 体の自己決定権や 自己責任が拡大 し,そ の梅会の担 ラ役割がますます重要
 ヽ                                  コ

なものとなってきていることにかんがみ,議 会の審機能力を強化し,離 員の

調査甲舞活動の墓連の充実を図るため,議 会における会派ヌは議員に対する

調査研究の費用等の助成を制度化し,併 せてその使途の透明性を稚燥しよう

としたものである。

(3)'森良県は,法 loo条 13項 , 14項 の規定に基づき,1本条例 (平成 13

年森良県条例第42号 )を 制定し′同県餞会の会派及び議員,の聴にある者に

対し攻誇調査費を変付することとしている (2条)。   1 . 1

そ して,議 員 が会派 を補成 し,会 派 に係 る政務調査費 の交付 を受 けよ うと

'するときlt,代表者及び政務調査費経理責任者を定めなければならず (本条
々

・



例 5条 l項 )J会 派及び議員は,政 務調査費を議長が定める使途基準に従ぶ

,使 用 しなければならない とし (同 9条 ),こ れ を受けた本規模 5条 は,会 派

に係 るもの (別表第 1),議 員 に係 るもの (311装第 2)に つきそれぞれ 9項

目の使途番単を定めているギ

政務調査費の変付を受 けた会派の代表者及び議員は,当 稼政務筋査費に係

る収入及び支触あ報告書 (以下 「収支報告害」どいう。)を J年 度終了の甲

の翌日から起算して30日 以内に議長に提出しなければならず (本条例10

条 1項)コ議長は,政 務輌益鉾の適正な重用を期すため,上 記収支報告書が

提いされたときほ,必 要に応じ調査を行ラことがでi(同 1■条)3同 収支

報告書を提出期間の未日の翌日から通算して5年 を鶴過する日まで保存しな

けれ檀ならず (同13条 1項),③ 何人も,議 長に対し収支報告書の間賢を

請求することができる (同条2項 )。

そして,会 派の政務調査費経理責任者及び巌員幣,本 条例の施行に関じ必

要な事項を定めるために制定された本規程により,政 務制誉賢の支出につい

て,会 計帳籍を調撰しその内訳を明稚にするとともに,証 拠書類等を整理保

管し,こ れらの書類を当議政務調査費の収支報告書の提出期間?米 国の翌日

から起算して5年を経過する日まで保存することを義務付けられている (本

規程 7条)6.                   ど

これ らの規定 に照 らせ ぱ)森 良県において,議 長 に収支報告書に基づ く調.

査穂 限を付与 したのは,政 務調抵 賢の使途の透 明性 を確保す るためであぶと

解きれるところ,会 派の政券調査費経程責任普及び議員に対
'し

て会計帳幹の

調製,証 拠書類等の整理保管及びこれらのS年 間の保存を義務付けているの

は,議 長が,上 記調査樺限に基づき,収 支報告書の内容が適正力1否かを調査

するに当たり3会 派の経理貰任者及び能員から会計帳揮及び証拠善頻事の提

出を受け、こ
1れ

らの書類を基に収支報告書の内容の適正性を判断することが

予定されているためであると解するのが相当である。そ して,「証拠書類等J

い
Ｌ

レ



に領収書等の支払がなされたことを証する書面が含まれることは明らかであ

る。        4                              ・

(4)以 上によれば,本 件年支害は,い ずれも本親程 7条 が定める文書に該当す
[

るものであるから,各 会派及び各議員以外の若である議長の調査を受ける隊

[に
,同議長に提出することが予定されている。したがつて,本件各文書が 「専

ら内部の者の利用に供する目的で作成され,外 部の者に開示することが予定

されていない文書」に当たるということはできない (最高裁平成17年 11

月 110曰第一小法廷決定 コ毘集 S19拳 9,2503買 参照)。

そうすると,本 件各文書は, 自弓Tll用文書に当たらないというぺきである

から,員 訴法 2Ⅲ20条 4号 により,相 手方らには文書提出義務があると認め

ることができる。                 .

もつとも,議 員の調査研究は,そ の目的P性 質に照らして考えると,協 力

者が議別 される文書の開示によつて協力者の氏名等が明らかにされることに

なれば,協 力者 との間の借拭関係を損ない↓調査研究の目的が達成できなく

なるおそれがあり,ま た,調 査研究の適正又は円滑な執行に著しい支障が生

ずるおそれがあるというべきであるから、政務調査費の支出についての会計

帳簿及び優収普その他の証拠書類等のうち協力者が織別される記報部分につ

コいては,例 外的に,文 書提出義務を認めることは相当ではないというべきで

ある。
7し

かし,協 力者が公務員である場合'は
,上 記のようなおそれがあると

は認められないから,当 磁公務景が識別される記栽部分については原則どお

り,文 書提出義務を秘めるべきである
.(最

高裁平成 ■7年 7月 14日 第一小

法廷判決,口裁判所時報 139■ 号 332買 拳照)。         1

(5)本 件各文書にはす議員の調査研究に協力した公務員以外の第二者が識別さ

れる当該第二者の氏名,肩 書及び住所等が租戦されている可能性があり (以

下,同 記栽音F分を 「本件記栽部分Jと いう。)・同記載部分の開示によつて

上記氏名等が堺らかにされることになれば)協 力者との構頼関係を損ない,

Ｗ
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調査研究の目的が達成でぎなくなるおそれがあり,ま た,調 査研究の適正又

は円滑な執行に審しい支障が生するおそれがあると認められる。    ,

い
上記によれば,本 件記哉部分は,例 外的に,文 書提出義務を認めることは

`相 当ではないから,本 件各文書についてはも,同部分を除いて提出を命ずるペ

きである。               1

4 よ って1申 立八らの本作申立ては1本 件記載部分を除く本件各文書の提出を
'求

める限度で理由かわるからこれを撚容じ,そ の余ほ理由がないからこれを却 [

下することとして,主 文のとお り決定する。

平成22年 ■月 12日    '

奈良地方哉判所民事部          t           `

裁判長裁判官

強判官 /Jヽ
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裁判官
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